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加古川市ネーミングライツの導入に関するサウンディング型市場調査実施要領 

 

１．趣旨 

加古川市では、新たな財源確保、施設の魅力や利用率の向上を図ること等を目的に、市が保

有する施設等へのネーミングライツ（命名権）の導入を検討しています。 

今回のサウンディングは、導入を検討するにあたって本市でのネーミングライツの市場性に

ついて調査するもので、民間事業者等の皆様からご意見やアイデアをお伺いすることで、課題

やニーズを把握し、今後の効果的な事業実施に資することを目的としています。 

 

２．実施方法 

調査票形式（本市ホームページでのフォーム入力）でご意見等をお伺いします。 

いただいたご意見等に対し、後日、個別に意見交換をお願いする場合があります。 

 

３．スケジュール 

項目 日程 

ご意見等受付期間 令和４年１２月９日（金）～令和５年１月２７日（金） 

個別サウンディング期間 令和５年１月２５日（水）～２月１日（水） 

実施結果概要公表 令和５年３月中旬 

 

４．ネーミングライツ（命名権）の概要 

 ネーミングライツは、本市とネーミングライツパートナーとの契約により、市有施設等に企

業名や商品ブランド名等を冠した愛称を付与させる権利（及びこれに付帯する諸権利）を与え

る代わりに、パートナーからその対価を得ることにより、本市の新たな歳入を確保し、施設の

管理運営に役立てるものです。 

現時点で本市が想定する対象施設や条件等は、下記資料のとおりです。 

・加古川市ネーミングライツ制度導入検討施設一覧【別添１】 

・加古川市ネーミングライツ制度の概要・考え方 【別添２】 

 

５．参加資格 

本市のネーミングライツ事業に関心のある民間事業者等又はその民間事業者等を代理する広

告代理店事業者。（法人格は必要ありませんが、個人は対象外とします。） 

ただし、政治団体、宗教団体、公職にあるものが役員を務める団体等は対象外とします。 

 

６．サウンディング内容 

（１） ネーミングライツパートナーとなりうる施設の有無について 

（２） 応募に際し重視する項目について 

（３） ネーミングライツに付帯を希望する事項について 

（４） 制度設計について 

（５） その他ネーミングライツ制度全般への意見など 
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７．留意事項 

（１） 参加の扱い 

・今回の調査への参加実績は、ネーミングライツパートナーを公募することとなった場合の

評価対象とはなりません。 

（２） 費用負担 

・今回の調査への参加に要する費用は、参加者の負担とします。 

（３） 実施結果の公表 

  ・実施結果は、概要を本市ホームページ等で公表します。 

  ・知的財産保護の観点から、結果公表にあたっては、事前に参加者に内容確認を行います。 

  ・参加者が特定できる情報（団体名等）は公表しません。 

（４） 参加除外条件 

  ・「加古川市契約からの暴力団排除に関する要綱（平成 24 年 3 月 16 日総務部長決定）」に規

定する暴力団等 

  ・本市職員への暴力、脅迫、暴言、侮辱、威圧的な言動その他サウンディングの相手方とし

て不適当と認められる場合 

 

８．受付期間 

本市ホームページの受付フォームより、必要事項を入力して送信してください。 

【受付期間】令和４年１２月９日（金）～令和５年１月２７日（金） 

 

９．個別サウンディング期間・会場 

【期間】令和５年１月２５日（水）～２月１日（水）〔３０分から１時間程度を予定〕 

【会場】加古川市役所周辺会議室 又はオンライン（Zoom） 

※詳細は、対象団体へ個別にご連絡します。 

 

１０． 事務局 

加古川市 企画部 広報・行政経営課 施設マネジメント係 

住所：〒675-8501 加古川市加古川町北在家 2000 

電話：079-427-9753 

E-mail ： gyousei@city.kakogawa.lg.jp 

 

 


